
領
事
官
の
行
う
船
舶
法
等
の
事
務
に
係
る
処
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そ
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い
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１
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○
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）

（
有
害
物
質
一
覧
表
確
認
証
書
）

第
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
し
、
有
害
物
質
一
覧
表
確
認
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
有
害
物
質
一
覧
表
確
認
証
書
（
以
下
「
有
害
物
質
一
覧
表
確
認
証
書
」
と
い
う
。
）
の
有
効
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る

ま
で
の
間
に
お
い
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
前
条
第
一
項
の
確
認
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
更
新

確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
船
舶
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該
事
由
に
応
じ
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
日
ま
で
の
間
、
そ
の
有
効
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
務
は
、
外
国
に
あ
っ
て
は
、
日
本
の
領
事
官
が
行
う
。

４

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
領
事
官
の
行
う
前
項
の
事
務
に
係
る
処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請

求
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

５
～
８

（
略
）

○
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
船
舶
職
員
と
し
て
船
舶
に
乗
り
組
ま
せ
る
べ
き
者
の
資
格
並
び
に
小
型
船
舶
操
縦
者
と
し
て
小
型
船
舶
に
乗
船
さ
せ
る
べ
き
者
の
資
格
及
び
遵
守

事
項
等
を
定
め
、
も
つ
て
船
舶
の
航
行
の
安
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
領
事
官
の
行
う
船
舶
法
等
の
事
務
に
係
る
処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
四
号
）
（
抄
）

領
事
官
の
行
う
船
舶
法
第
三
十
二
条
第
一
項
、
船
員
法
第
百
三
条
第
一
項
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
第
二
十
八
条
第
一
項
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の

防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
十
九
条
の
三
十
七
第
三
項
、
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）

第
九
条
第
一
項
又
は
国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
の
事
務
に
係
る
処
分
又

は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
国
土
交
通
大
臣
に

代
え
て
、
当
該
不
作
為
に
係
る
領
事
官
に
対
し
て
す
る
こ
と
も
で
き
る
。


